
 

令和７年  ４月３０日  

保護者様                             京都市立宇多野小学校 
校長   清水  秀規 

 

 台風等に対する非常措置について 
 

京都市域（テレビやラジオにおいては、「京都南部」又は「京都・亀岡」地域と報道される場合

があります。）に「暴風警報」及び「特別警報」（大雨｟土砂災害・浸水害｠、暴風、暴風雪、大

雪など）が発令された場合には、下記のような措置を取りますので、テレビ・ラジオ・インターネ

ット等の最新の情報に注意してください。 
 

１. 登校前に「特別警報」が発令された場合  

 

２. 登校前に「暴風警報」が発令された場合  

 

３. 在校中に「暴風警報」や「特別警報」が発令された場合  

 

４. 土砂災害等の緊急安全確保、避難指示が発令された場合  
 

 

そ の 他 、 学 校 の 停 電 等 に よ り 、 教 育 活 動 が で き な い 場 合 は 臨 時 休 業 と し ま す 。  

豪 雨 等 で 登 校 が 危 険 な 場 合 、 地 域 委 員 さ ん と 相 談 の 上 、 登 校 を 見 合 わ せ る こ と が あ り ま す 。  

①学校は臨時休業とします。「特別警報」が解除されるまでは、命を守る行動を優先

し、登校を見合わせ、自宅待機をさせてください。  

②  「特別警報」が解除された場合については、以下の措置をとります。  

・深夜０時までに解除になった場合…翌日は５校時から始業（午後１時２０分学校到着）（給食中止）  

・深夜０時現在、特別警報発令中の場合…当日は臨時休業     

①  「 暴 風 警 報 」 が 解 除 さ れ る ま で は 、 登 校 を 見 合 わ せ 、 自 宅 待 機 を さ せ て く だ さ い 。  

②  「暴風警報」が解除された場合については、以下の措置をとります。  

・午前７時までに解除になった場合…平常授業（給食あり） 

・午前９時までに解除になった場合…３校時から始業（午前１０時１０分学校到着）（給食あり） 

・午前１１時までに解除になった場合…５校時から始業（午後１時２０分学校到着）（給食中止） 

・午前１１時００分現在、「暴風警報」発令中の場合……臨時休業 

①ただちに臨時休業とした上で、下校の安全が確認できるまで、学校で待機し

ます。気象状況、通学路の状況、家庭状況などに十分配慮し、帰宅させるか

どうかを決定します。  

②状況をみて集団下校または保護者への引渡を行うかをホームページやすぐー

るでお知らせします。集団下校をする際は、天候の予測がつき集団下校がで

きる場合に限ります。教職員が付き添いし、町別で集合場所付近まで送りま

す。引渡の際は、別紙提出いただいた「引渡カード」をもとに行います。  

③不測の事態の際は、保護者と連絡がとれるまで学校に待機 し、引渡とします。  

①  宇多野学区に「緊急安全確保」もしくは「避難指示」が発令された場合、暴

風警報が発令された場合に準じた措置を取ります。  

②  「高齢者等避難」が発令されただけでは、休業措置は取りません。ただし、

その場合であっても、学校や近隣の状況等によっては休業措置を取る場合が

あります。  

保存版  



 

 

地震に対する非常措置について 
 

本校においては、京都市に震度５以上の地震が発生した場合、下記の措置をとりますので、テレ

ビ・ラジオ・インターネット等の最新の情報に注意してください。 

 
登校前に「震度５以上の地震」が発生した場合  

 

在校中に「震度５以上の地震」が発生した場合  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Jアラートについて、京都市内に発令された場合、安全が確保されるまでは、身を守る行動を優先

します。万一、京都市内に被害が出た場合は、状況に応じて対応します。その際も、臨時休業等

の情報は、基本、ホームページやすぐーるでお知らせするようにします。 

①  学校所在の「右京区」だけでなく、京都市域のいずれかの行政区で震度５以

上を観測した場合の措置です（震度５弱も含みます）。  

・下校後～深夜０時までの間に発生した場合、翌日は臨時休業 

・深夜０時～登校までの間に発生した場合、当日は臨時休業 

・休業日・休業日前日に発生の場合、休業明けは原則臨時休業 

（例：金曜日の下校後に震度５以上の地震が発生した場合、翌月曜日は休業とする。） 

②  臨時休業とした場合、学校や近隣通学路等の被災状況を確認の上、登校の再開につい

ては改めてホームページやすぐーるでお知らせします。 

※ホームページのサーバーが込み合っている時は、配信に時間がかかることがあります。  

①  ただちに臨時休業とした上で、余震等の影響や校区の被災状況をふまえ、下校の安全

が確認できるまで、児童は学校で待機します。 

②  下校の安全が確認されてから保護者に引渡をします（集団下校はしない） 。  

児童の引渡について  

・引渡カードをもとに保護者の方に直接引渡します。「引き取り者」は原則

保護者とします（それに代わる大人の方で、必ず同意がある方に限り、カ

ードにご記入していただけます）。  

・「引き取り者」は、受付に並び、用紙に記入していただきます。受付が済

まれた方から順にお子さんの引渡をします。  

・家庭控え引渡カードに記入した「引き取り者」について、お子さんにも説

明をしておいてください。  

学校からの情報の発信について  

・臨時休業や登校の再開について、学校及び近隣の被災状況を確認の上、改めて学校

からホームページやすぐーるでお知らせします。 

・災害時は、回線の混雑状況によって、学校への電話がかかりにくくなり、各情報端

末への情報が遅延もしくは機能しないことがあります。ご承知おきください。 

・出来る限り迅速な対応に努めますが、教育委員会や近隣の学校、ＰＴＡ地域委員様

との連絡調整等により、判断に時間がかかったり、電話に出られなかったりする場

合がありますので、出来る限り電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

 


